
土地収用法
（昭和２６．６．９）最近改正 令和４．５．２０ 法４６号

１．起業地における土地の形質の変更の制限

（１）起業地（第８条第１項、第１７条第１項２号）

起業地とは起業者（土地、権利、物件又は砂れきを収用し、又は使用することを必要とする一定の事業を行う

者）が事業を施行する土地をいいます。

また、起業者は、一定の事業のために土地、権利、物件及び砂れきを収用し、使用しようとするときは、国土交

通大臣又は都道府県知事の事業の認定を受けなければなりません（第１６条）。国土交通大臣又は都道府県知事は事業

の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に通知し、起業者の名称、事業の種類等が告示されます（第２６条）。

この場合の権利、物件及び土石、砂れきの収用又は使用とは、次に掲げるものをいいます。

① 土地にある地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地

に関する所有権以外の権利の収用又は使用

② 土地にある鉱業権の収用又は使用

③ 土地にある温泉を利用する権利の収用又は使用

④ 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利の収用又は使用 など

（２）制限の内容（法第２８条の３第１項、第１３８条第１項）

土地、権利、物件及び砂れきの収用又は使用にかかる事業の認定の告示があった後、起業地において明らかに事

業に支障を及ぼすような形質の変更等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を受けなければならない行為は収用・使用の対象となる土地、権利、物件、砂れきごとに次のように定めら

れています。

Ⅰ 土地の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更

Ⅱ 権利の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的であり、

又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更

Ⅲ 立木、建物その他土地に定着する物件の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼ

すような当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去 など

２．起業地の確認方法（法第２６条の２）

国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定をしたときは、直ちに市町村長にその旨を通知し、通知を受けた

市町村長は起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は都道府県知事から事業の廃止等の通知を受け

る日まで公衆に縦覧しなければならないので、この図面により確認することができます。
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